
 
広
島
空
港
県
営
駐
車
場
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
二
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
二
号 

 
 
 

広
島
空
港
県
営
駐
車
場
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

広
島
空
港
県
営
駐
車
場
管
理
規
則
（
平
成
二
十
三
年
広
島
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
六
号
」
を
「
別
記
様
式
第
六
号
の
二
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
四
号
中「

広
島
空
港
県
営
第
１
駐
車
場
」

を「
広
島
空
港
県
営
第
１
駐
車
場
・
県
営
第
２
駐

車
場
」

に
、 「

１
時
間
券
」

を 「
１
０
０
円
券
」

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
五
号
中「

広
島
空
港
県
営
第
２
駐
車
場
」

を「
広
島
空
港
県
営
第
１
駐
車
場
・
県
営
第
２
駐

車
場
」

に
、 「

１
時
間
券
」

を 「
１
５
０
円
券
」

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
六
号
中「

１
日
券
」

を 「
７
０
０
円
券
」

に
、 

「
・
折
り
曲

げ
た
り
，
汚
し
た
り
，
磁
気
に
近
づ
け
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
１
枚
に
つ
き
連
続
し
て

2
4
時
間
ま
で
駐
車
場
を
利
用
で
き
ま
す
。
 

・
１
枚
１

回
に
限
り
使
用
で
き
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」

を 

「
・
折
り
曲

げ
た
り
，
汚
し
た
り
，
磁
気
に
近
づ
け
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
１
枚
１

回
に
限
り
使
用
で
き
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」

に
改
め
、
同
様
式
の
次

に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 



様
式
第
６
号
の
２
（
第
２
条
関
係
）
 

 
広
島
空
港
県
営
第
１
駐
車
場
・
県
営
第
２
駐
車
場
 

 
 

回
数
券
(
８
０
０
円
券
)
 

 

注
意
事
項
 
・
矢
印
の
方
向
に
お
入
れ
く

だ
さ
い
。
 

 
 
 
 
 
・
折
り
曲
げ
た
り
，
汚
し
た

り
，
磁
気
に
近
づ
け
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 
 
 
・
１
枚
１
回
に
限
り
使
用
で

き
ま
す
。
 

 
 
 
 
 
・
換
金
，
払
戻
し
は
で
き
ま

せ
ん
。
 

 
 
 
 
 
・
駐
車
場
内
に
お
け
る
事
故

，
紛
失
，
盗
難
等
に
対
し
て
は
，
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。
 

 
 
 
 
 
 
盗
難
防
止
の
た
め
車
に
施

錠
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
駐
車
券
 

を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
 

 
回
数
券
 

を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

追
加
料
金
 

表
示
額
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

 
 

   
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


